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� 平安時代後期における目代の具体像

平
安
時
代
後
期
に
お
け
る
目
代
の
具
体
像

―

半
井
家
本
『
医
心
方
』
紙
背
文
書
の
検
討
か
ら―

吉　

永　

壮　

志

キ
ー
ワ
ー
ド
：
目
代
、
受
領
、
在
庁
官
人
、
留
守
所
、
紙
背
文
書

は
じ
め
に

平
安
時
代
の
目
代
に
関
し
て
は
、
竹
内
理
三
氏
の
研
究
を
も
っ
て
嚆
矢
と
す
る（

１
）。

竹
内
氏
は
、
在
庁
官
人
制
の
成
立
・
展
開
を
分
析

す
る
中
で
目
代
に
触
れ
、
目
代
の
能
力
に
基
づ
く
任
命
や
受
領
の
私
吏
的
側
面
、
在
庁
官
人
と
の
対
立
的
関
係
を
指
摘
し
た
。
次
い
で

吉
村
茂
樹
氏
が
国
司
制
度
の
変
質
を
論
ず
る
過
程
で
「
目
代
」
史
料
を
広
く
取
り
上
げ
、
竹
内
氏
の
理
解
を
裏
づ
け
て
い
っ
た（

２
）。

そ
の

後
、
高
田
實
・
米
田
雄
介
・
関
幸
彦
各
氏
の
研
究
が
出
さ
れ
た
が（

３
）、

竹
内
・
吉
村
両
氏
の
目
代
に
つ
い
て
の
理
解
に
拠
る
と
こ
ろ
大
で

あ
り
、
目
代
の
位
置
づ
け―

在
庁
官
人
か
否
か―

を
問
題
と
す
る
の
み
に
留
ま
っ
た
観
が
強
い
。
し
か
し
、
地
方
行
政
に
お
い
て
大
き

な
役
割
を
果
た
し
た
で
あ
ろ
う
目
代（

４
）に

主
眼
を
置
い
た
分
析
な
く
し
て
は
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
地
方
支
配
や
地
域
支
配
を
解

明
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。

史
料
的
制
約
が
多
い
中
、
目
代
の
実
態
に
迫
る
注
目
す
べ
き
史
料
群
が
あ
る
。『
平
安
遺
文
』
に
一
部
収
め
ら
れ（

５
）、

そ
の
後
、
加
能



�

史
料
編
纂
室
に
よ
り
全
文
翻
刻（

６
）さ

れ
た
半
井
家
本
『
医
心
方
』
紙
背
文
書
で
あ
る
。

『
医
心
方
』
と
は
、鍼
博
士
兼
丹
波
介
丹
波
康
頼
が
永
観
二
（
九
八
四
）
年
に
撰
進
し
た
三
〇
巻
か
ら
な
る
現
存
最
古
の
医
書
で
あ
る
。

そ
の
中
で
も
、
正
親
町
天
皇
が
半
井
驢
庵
に
下
賜
し
た
と
さ
れ
、
そ
の
後
、
半
井
家
に
伝
わ
っ
た
半
井
家
本
『
医
心
方
』
は
、
平
安
時

代
の
写
し
に
な
る
二
七
巻
を
含
む
現
存
最
古
の
医
書
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
完
存
写
本
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
昭
和
五
九
（
一
九
八

四
）
年
に
は
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
自
体
極
め
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
が
、
一
次
史
料
で
あ
る
平
安
時
代
後
期

の
紙
背
文
書
を
有
す
る
点
で
も
価
値
が
高
い
。『
医
心
方
』
を
書
写
す
る
に
あ
た
っ
て
、
反
古
紙
が
再
利
用
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
り
、

そ
の
う
ち
の
巻
二
五
小
児
部
と
巻
二
九
飲
食
部
に
計
四
八
点
の
古
文
書
と
長
承
二
（
一
一
三
三
）
年
具
注
暦
が
み
え
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
四
八
点
の
古
文
書
は
、
平
安
時
代
後
期
の
地
方
支
配
や
地
域
支
配
の
あ
り
様
を
窺
わ
せ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
半
井
家
本
『
医
心
方
』
紙
背
文
書
に
関
す
る
先
行
研
究（

７
）を

踏
ま
え
な
が
ら
、
当
紙
背
文
書
の
検
討
を
通
じ
て
、

平
安
時
代
後
期
の
目
代
の
具
体
像
に
迫
っ
て
み
た
い
。
ま
た
、
目
代
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
は
、
今
ま
で
捨
象
さ
れ
て
き
た
面
を
照
射

す
る
作
業
と
な
り
、
当
該
期
の
地
方
支
配
や
地
域
支
配
の
あ
り
方
に
新
た
な
一
面
を
見
出
す
契
機
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

一
．
半
井
家
本
『
医
心
方
』
紙
背
文
書
の
性
格
に
つ
い
て

考
察
の
前
提
と
し
て
、
先
行
研
究
を
も
と
に
、
半
井
家
本
『
医
心
方
』
紙
背
文
書
に
つ
い
て
概
略
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
年
紀
の
明
ら
か
な
も
の
の
上
限
が
保
安
三
（
一
一
二
二
）
年
三
月
二
五
日
付
「
近
江
国
司
庁
宣
」〔
表
１
№
９
〕、
下
限
が
長

承
元
（
一
一
三
二
）
年
一
一
月
一
日
付
「
長
承
二
年
具
注
暦
」〔
表
１
№
43
〕
で
あ
る
。
他
の
文
書
も
そ
の
間
に
収
ま
る
と
考
え
て
差
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し
支
え
な
い
こ
と
か
ら
、
当
紙
背
文
書
は
保
安
年
間
（
一
一
二
〇
～
一
一
二
四
年
）
か
ら
大
治
年
間
（
一
一
二
六
～
一
一
三
一
年
）
に

か
け
て
の
白
河
院
政
末
・
鳥
羽
院
政
初
の
史
料
群
と
し
て
お
さ
え
ら
れ
る
。

次
に
、
国
別
に
み
る
と
、
保
安
三
年
〔
表
１
№
９
〕・
同
四
年
〔
表
１
№
１
・
２
・
34
〕
の
も
の
が
近
江
国
関
係
、
大
治
二
（
一
一

二
七
）
年
〔
表
１
№
35
・
37
〕
の
も
の
が
加
賀
国
関
係
、
同
四
年
〔
表
１
№
47
〕
の
も
の
が
越
中
国
関
係
と
な
っ
て
い
る
。
五
味
文
彦

氏
は
各
文
書
の
月
日
や
差
出
に
着
目
し
、
大
治
二
年
三
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
の
も
の
が
加
賀
国
関
係
、
同
四
年
九
月
か
ら
同
五
年
三

月
に
か
け
て
の
も
の
が
越
中
国
関
係
の
文
書
で
あ
る
と
し
た
。

宛
所
に
関
し
て
は
、「
御
目
代
殿
」
が
一
二
点
〔
表
１
№
６
・
��
・
�3
・
�6
・
�9
・
��
・
�3
・
3�
・
3�
・
38
・
46
・
48
〕、「
越
中
御

目
代
殿
」
が
四
点
〔
表
１
№
７
・
８
・
�4
・
4�
〕、「
加
賀
御
目
代
殿
」
が
二
点
〔
表
１
№
�5
・
�7
〕
と
な
っ
て
お
り
、
当
紙
背
文
書
は

目
代
宛
の
史
料
群
と
み
て
間
違
い
な
い
。
他
に
「
善
大
夫
殿
」
宛
が
二
点
〔
表
１
№
�0
・
49
〕
み
え
る
こ
と
か
ら
、五
味
氏
は
五
位
（
大

夫
）
で
近
江
・
加
賀
・
越
中
三
国
の
目
代
を
歴
任
し
た
三
善
姓
の
者
の
も
と
に
残
さ
れ
た
の
が
、
こ
の
半
井
家
本
『
医
心
方
』
紙
背
文

書
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
三
善
氏
と
い
え
ば
、
算
・
文
章
両
博
士
な
ど
の
学
者
を
多
く
輩
出
す
る
氏
族
で
あ
り
、
そ
の
知
識
ゆ
え
に

実
務
官
人
に
就
く
こ
と
が
多
い
氏
族（

８
）

で
も
あ
る
。『
朝
野
群
載
』
巻
二
二
諸
国
雑
事
上
「
国
務
条
々
事
」
三
八
条
「
一
、
可
下
以
二
公
文

優
長
人
一
為
中
目
代
上
事
」
の
「
不
レ
論
二
貴
賤
一
、
唯
以
二
堪
能
人
一
、
可
レ
為
二
目
代
一
」
や
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
八
第
二
七
語
「
伊

豆
守
小
野
五
友
目
代
語
」
の
傀
儡
子
目
代
か
ら
、
高
い
実
務
能
力
が
目
代
の
条
件
と
し
て
よ
く
指
摘
さ
れ
る
が
、
こ
の
半
井
家
本
『
医

心
方
』
紙
背
文
書
に
み
え
る
目
代
善
大
夫
も
そ
れ
を
裏
づ
け
る
存
在
と
い
え
る
。

つ
づ
い
て
、
差
出
を
み
て
み
る
と
、「
散
位
藤
」〔
表
１
№
��
・
�3
・
�6
・
�7
・
�9
・
�0
・
�3
・
�6
・
3�
・
44
・
46
・
48
・
49
〕
が
一

三
点
ほ
ど
あ
る
。
瀬
戸
薫
氏
は
花
押
や
自
署
か
ら
、「
散
位
藤
」
の
う
ち
、留
守
所
符
の
発
給
を
指
示
す
る
大
治
二
年
（
ヵ
）
五
月
（
ヵ
）



4

二
五
日
付
「
散
位
藤
原
某
書
状
」〔
表
１
№
�3
〕
を
除
き
、
全
て
藤
原
親
賢
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
、
そ
れ
以
外
に
も
筆
跡
な
ど
か
ら
、

七
点
〔
表
１
№
５
・
�8
・
��
・
�4
・
�5
・
�9
・
33
〕
が
親
賢
と
考
え
ら
れ
る
と
し
た
。
つ
ま
り
、
文
書
四
八
点
中
一
九
点
が
親
賢
を
差

出
と
す
る
の
で
あ
り
、「
京
沙
汰
人
」〔
表
１
№
�8
〕
と
も
「
京
侍
」〔
表
１
№
44
〕
と
も
称
す
在
京
の
親
賢
が
在
国
の
目
代
と
頻
繁
に

連
絡
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

一
般
に
紙
背
文
書
と
は
、
二
次
利
用
さ
れ
た
た
め
、
偶
然
現
存
し
た
と
い
う
性
格
の
も
の
で
、
そ
れ
自
体
が
何
ら
か
の
価
値
や
効
力

を
も
っ
て
意
図
的
に
保
管
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
内
容
は
一
時
的
な
も
の
や
日
常
的
事
項
に
関
す
る
も
の
が
大
半
を
占
め
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
た
め
に
、
文
書
そ
の
も
の
が
も
つ
効
力
に
伴
っ
て
受
益
者
の
も
と
に
保
管
・
伝
来
し
た
古
文

書
で
は
な
か
な
か
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
平
安
時
代
後
期
の
地
方
支
配
の
日
常
に
迫
る
こ
と
も
可
能
と
い
え
る
。

要
す
る
に
、
平
安
時
代
後
期
に
近
江
・
加
賀
・
越
中
三
国
の
目
代
を
歴
任
し
た
人
物
の
も
と
に
残
さ
れ
た
半
井
家
本
『
医
心
方
』
紙

背
文
書
は
、
目
代
が
主
と
し
て
京
か
ら
下
り
、
地
方
支
配
を
行
う
存
在（

９
）、

す
な
わ
ち
、
中
央
と
地
方
の
結
節
点
で
あ
る
が
ゆ
え
、
受
領

と
目
代
の
関
係
、
目
代
と
在
庁
官
人
や
郡
司
な
ど
の
現
地
の
者
の
関
係
を
日
常
的
な
文
書
の
中
か
ら
看
取
す
る
こ
と
が
可
能
な
類
ま
れ

な
史
料
群
で
あ
る
と
い
え
る
。
以
下
、
当
紙
背
文
書
を
も
と
に
、
目
代
の
具
体
像
に
迫
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

二
．
受
領
に
よ
る
任
国
支
配―

受
領
と
目
代
の
関
係―

半
井
家
本
『
医
心
方
』
紙
背
文
書
は
目
代
善
大
夫
の
も
と
に
残
さ
れ
た
史
料
群
で
あ
る
が
、
在
京
の
藤
原
親
賢
が
差
出
の
も
の
が
多

く
み
え
る
。
瀬
戸
・
五
味
両
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、
親
賢
は
受
領
下
の
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
受
領
自
身
が
差
出
で
あ
る
庁
宣
も
四
点
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〔
表
１
№
２
・
９
・
34
・
47
〕
あ
り
、
当
紙
背
文
書
は
受
領
側
か
ら
目
代
宛
に
出
さ
れ
た
も
の
が
多
く
を
占
め
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、

本
章
で
は
、
文
書
の
内
容
や
授
受
関
係
か
ら
窺
え
る
受
領
の
任
国
支
配
の
あ
り
方
を
、
受
領
と
目
代
の
関
係
を
軸
に
み
て
い
き
た
い
。

半
井
家
本
『
医
心
方
』
紙
背
文
書
の
う
ち
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
八
九
項
目
に
も
及
ぶ
国
務
の
注
進
を
指
示
す
る
旨
の
大
治
二

（
一
一
二
七
）
年
の
も
の
と
さ
れ
る
「
雑
事
注
文
」〔
表
１
№
36
〕
で
あ
る
。

可
二
注
進
一
雑
事

神
社
下
符
毎
年
員
数
事	

佛
寺
同
前

去
年
見
作
田
事
前
司
任

加
作
年	
分
附
文
書
事

國
内
田
代
所
事	
庄
園
等
事
領
主
幷

官
省
符

頓
料
米
事	

農
料
稲
事
三
万
束
、
稲
請

取
日
可
二
出
計
一

諸
郡
勧
農
事
種
子
下
二
行
同
国
一
事
、

田
数
可
レ
取
二
名
注
文
一	

十
廻
日
記
事

歴
名
帳
事	

國
雑
色
事　
　

國
侍
事

細
工
所
事
人
数
幷
作

物
、
染
物	

國
内
土
産
物
事

一
所
□
〔
目
ヵ
〕代

事
各
得
分

幷
公
物	

浦
々
海
人
事
所
出
物

納
所
事
得
分

公
物	

京
上
米運賃
事

廿
同
米
綱
丁
事	

國
内
東
西
南
北
行
程
事

國
内
神
社
員
事
司
得
分	

國
寺
事
同
得
分

郷
保
司
佃
幷
得
分
國
人　

御
舘
人	

田
率
色
々
物
事
加
官
物

検
田
使
得
分
事	

収
納
使
得
分
事

一
任
一
度
徴
下
物
事	

御
引
出
物
事

卅
御
節
料
事	

田
率
外
徴
下
物
事

神
民
等
事	

先
達
等
事

女
騎
事	

國
領
桑
事

船
所
事
付
勝
載
所	

國
梶
取
事

津
々
事
付
海
人	

國
内
冨
人
事

四
十
國
舎
人
数
事	

御
舘
分田事

神
社
佛
寺
免
田
事
幷
得
分	

國
内
船
員
事

前
司
引
出
物
事
□

〔
遣
ヵ
〕諸

司	

鮭
漁
河
事

綾
織
事
錦
綾	

納
官
封
家
員
事
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國
佃
事	

在
家
公
事
勤
否
事

五
十
調
所
土
毛
事	

検
畠
事

國
内
牧
事
馬
牛	

國
領
漆
事

國
領
鷲
栖
事

胡
録
〔
簶
〕事	

郷
保
等
領
主
事
自
二
中
古
一
以
降

藍
茜
等
事
藍
田
二
十
丁	

布
上
中
下
事

紅
花
事
両
数	
六
十
綿
事
同
、
交
易
物
内

糸
事
同
、
同
前	
八
丈
絹
事
上
中
下

同
前

随
レ
状
可
レ
済

廳
幷
郡
司
申
請
事	
院
御
庄
加
納
田
事

同
御
庄
代
可
二
交
替
一
事	

油
事

紬
事
交
易
物
内	

済
物
抄
帳
事

調
所
印
事
幷
尺	

七
十
條
事
國
解
事

納
官
封
家
事	

勝
載
所
事
得
分
一
所
目

代
内
入
了

京
上
夫
事
夫
領
料

夫
功	

京
宿
人
事

在
家
計
事	

雙
六
別
當
事

巫
女
別
當
事	

斗
升
事

味
煎
事	

八
十
勅
旨
田
事

位
田
事	

桑
代
糸　八
丈
事

御
帷
布
事	

移
花
事

廳
官
書
生
員
数
事	

郡
司
大
名
事

□
公
□
〔
號
ヵ
〕事	

國
中
関
事

國
中
悪
人
勧
善
事

社
寺
関
係
や
文
書
・
帳
簿
関
係
、
荘
園
関
係
や
徴
税
関
係
、
留
守
所
内
機
構
・
人
員
関
係
な
ど
、
国
内
の
状
況
全
般
に
つ
い
て
個
別

具
体
的
に
八
九
項
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
戸
田
芳
実
氏
は
大
治
二
年
に
新
た
に
加
賀
国
受
領
と
な
っ
た
藤
原
家
成
が
目
代
に
国
務
沙

汰
を
注
進
さ
せ
る
た
め
項
目
を
列
挙
し
た
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
瀬
戸
・
五
味
・
安
原
功
各
氏
も
是
認
し

て
お
り
、
特
に
異
論
は
な
い
。
た
だ
、『
朝
野
群
載
』
巻
二
二
諸
国
雑
事
上
延
喜
一
〇
（
九
一
〇
）
年
月
日
付
「
加
賀
初
任
国
司
庁
宣
」

や
次
に
掲
げ
る
『
兵
範
記
』
久
寿
三
（
一
一
五
六
）
年
三
月
一
三
日
条
裏
書
「
新
司
宣
」
と
対
比
し
て
み
る
と
、
同
じ
任
初
に
発
せ
ら
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れ
る
も
の
で
も
、
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

新
司
宣　
　

伊
豫
國
在
廳
官
人
等

　

仰
下　

三
箇
條

一
、
可
レ
勤
二
行
恒
例
神
事
一
事

　

右
治
國
之
務
為
レ
先
二
神
事
一
、
仍
守
二
恒
例
之
式
日
一
、
可
レ
致
二
如
在
之
禮
奠
一
矣
、

一
、
可
レ
進
二
上
神
寶
勘
文
一
事

　

右
首
途
在
レ
近
、
期
日
以
前
可
レ
進
二
上
件
勘
文
一
之
、

一
、
可
レ
修
二
築
池
溝
堰
堤
一
事

　

右
吏
務
中
為
レ
宗
二
農
桑
一
、
田
畝
之
要
莫
レ
過
二
池
溝
一
、
仍
下
二
知
部
内
一
、
早
可
二
修
築
一
矣
、

以
前
三
ヶ
條
所
レ
宣
如
レ
件
、
宜
二
承
知
一
一
勤
行
一
、
以
宣
、

　
　
　

久
壽
三
年
三
月
十
三
日

春
宮
亮
兼
大
介
藤
原
朝（
親
隆
）臣

従
来
、
平
安
時
代
後
期
に
お
け
る
在
庁
官
人
宛
の
「
新
司
宣
」
が
神
事
勤
行
や
勧
農
と
い
っ
た
儒
教
的
要
素
の
強
い
形
式
的
な
吉
書

に
す
ぎ
な
い
と
い
う
理
解
か
ら
、
当
該
期
の
受
領
の
任
国
に
対
す
る
関
心
の
低
さ
が
説
か
れ
る
節
も
あ
っ
た
が
、「
雑
事
注
文
」
は
そ

う
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
事
細
か
に
列
挙
さ
れ
た
八
九
項
目
は
、
ま
さ
し
く
「
雑
事
」
で
あ
り
、
指
示
を
う
け

た
目
代
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
注
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
当
紙
背
文
書
中
で
受
領
下
の
親
賢
か
ら
目
代
宛
の
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書
状
が
多
く
み
え
る
の
も
、
受
領
側
が
目
代
に
頻
繁
に
連
絡
を
と
っ
て
い
た
証
で
あ
り
、
そ
れ
は
任
国
支
配
に
積
極
的
に
取
り
組
も
う

と
す
る
受
領
の
姿
を
惹
起
さ
せ
さ
え
す
る
。

そ
も
そ
も
「
新
司
宣
」
は
、
任
国
の
在
庁
官
人
に
対
し
新
任
の
受
領
が
最
初
に
文
書
を
発
給
す
る
こ
と
自
体
に
意
味
が
あ
り
、
儀
礼

的
な
側
面
が
強
か
っ
た
。
一
方
、「
雑
事
注
文
」
は
、
任
国
の
目
代
に
対
し
国
務
に
関
す
る
注
進
を
指
示
す
る
実
務
的
な
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
受
領
が
在
庁
官
人
に
直
接
と
い
う
の
で
は
な
く
、
目
代
を
介
し
て
任
国
支
配
を
行
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
だ

か
ら
と
い
っ
て
、
受
領
の
任
国
支
配
が
間
接
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
受
領
に
よ
る
任
国
支
配
が
弱
体
化
し
た
と
み
る
の
は
、
や
や
早
計

で
あ
ろ
う
。
当
紙
背
文
書
が
目
代
の
も
と
に
残
さ
れ
た
史
料
群
で
あ
る
た
め
、
目
代
が
受
領
側
に
発
し
た
文
書
そ
の
も
の
は
み
え
な
い
。

た
だ
、
興
保
司
代
下
向
等
に
つ
い
て
通
知
す
る
大
治
二
年
（
ヵ
）
六
月
（
ヵ
）
七
日
（
ヵ
）
付
「
散
位
藤
原
親
賢
書
状
」〔
表
１
№
�0
〕

の
前
半
に
「
去
月
廿
五
日
御
札
脚
力
成
末
、
同
廿
六
日
御
札
脚
力
行
貞
」
と
あ
り
、
そ
れ
を
う
け
て
親
賢
が
「
各
委
拝
見
候
了
」
と
し
て
神
今

食
や
国
中
政
に
つ
い
て
返
答
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
年
（
ヵ
）
六
月
（
ヵ
）
日
付
「
散
位
藤
原
親
賢
書
状
」〔
表
１
№
33
〕
に
は
「
五

月
廿
日
解
状
脚
力
恒
則
今
月
二
日
到
来
、
同
廿
六
日
解
状
脚
力
行
貞
同
三
日
到
来
、
同
廿
八
日
解
状
馬
允
助
経
下
人
同
日
到
来
」
と
み
え
、「
度
々
解

状
事
」
で
あ
る
番
役
人
や
供
御
夫
領
、
糸
・
綿
に
つ
い
て
回
答
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
目
代
が
受
領
側
に
文
書
を
出
し
、
そ
れ
を
う

け
て
受
領
側
が
目
代
に
指
示
や
返
答
を
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
受
領
側
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
目
代
か
ら
も

連
絡
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
目
代
を
介
し
て
の
任
国
支
配
が
即
受
領
に
よ
る
任
国
支
配
の
弱
体
化
と
な
る
の
で
は

な
く
、
受
領
と
目
代
間
の
連
絡
体
制
の
あ
り
方
な
ど
、
両
者
の
関
係
が
ま
ず
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
両
者
の
関
係
を
み
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
事
例
が
確
認
で
き
る
。
使
者
等
の
上
洛
〔
表
１
№
��
〕、
保
司
職
等
の
補
任

に
関
す
る
留
守
所
符
の
発
給
〔
表
１
№
�3
〕、
紙
等
の
進
上
〔
表
１
№
�4
〕、
冬
衣
服
等
の
支
給
〔
表
１
№
�6
〕、
国
侍
等
の
交
名
の
注



9 平安時代後期における目代の具体像

進
〔
表
１
№
��
〕
や
帰
下
者
の
送
着
〔
表
１
№
3�
〕、
高
野
詣
料
等
の
運
上
〔
表
１
№
46
〕、
早
米
の
運
上
〔
表
１
№
49
〕
に
つ
い
て
の

指
示
、
芹
田
郷
の
沙
汰
〔
表
１
№
６
〕、
供
御
夫
領
の
下
遣
〔
表
１
№
�9
〕、
弁
済
使
や
納
所
使
の
下
向
〔
表
１
№
�4
〕、
貢
蘇
使
の
派

遣
〔
表
１
№
47
〕
に
関
す
る
通
知
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
を
通
じ
て
、
受
領
側
か
ら
の
目
代
へ
の
様
々
な
指
示
や
通
知
に
加
え

て
、
前
段
で
指
摘
し
た
目
代
か
ら
受
領
へ
の
上
申
な
ど
、
緊
密
な
連
絡
体
制
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
保
司
職
等

の
補
任
に
関
す
る
留
守
所
符
発
給
を
指
示
す
る
大
治
二
年
（
ヵ
）
五
月
（
ヵ
）
二
五
日
付
「
散
位
藤
原
某
書
状
」〔
表
１
№
�3
〕
に
は
、「
自

今
以
後
所
置
事
奉
レ
憑
候
、
毎
事
又
々
可
レ
令
二
言
上
一
」
と
み
え
、
事
あ
る
ご
と
に
受
領
に
報
告
す
る
よ
う
指
示
が
な
さ
れ
て
い
る
。

勿
論
、先
に
少
し
引
用
し
た
同
年
（
ヵ
）
六
月
（
ヵ
）
七
日
（
ヵ
）
付
「
散
位
藤
原
親
賢
書
状
」〔
表
１
№
�0
〕
に
「
無
二
指
事
一
細
々

事
等
常
不
レ
可
下

□
〔
令
ヵ
〕二

言
上
一
給
上
歟
、
随
二
國
宣
一
可
下
令
二
左
□

〔
右
ヵ
〕一

給
上
事
ハ
、
尤
可
下
令
二
申
上
一
給
上
、
不
レ
然
□

〔
之
ヵ
〕事

等
、
可
下
令
二
計	

行
一
給
上
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
国
宣
に
よ
る
指
示
の
よ
う
な
重
要
案
件
の
場
合
に
報
告
が
必
要
な
の
で
あ
っ
て
、
些
細
な
こ
と
ま
で

全
て
報
告
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
目
代
の
判
断
で
処
置
で
き
る
案
件
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
受
領
側
に
よ
る
指
示
や
通
知
、
目
代
に
よ
る
報
告
や
指
示
要
請
な
ど
、
両
者
が
緊
密
に
連
絡
を
と
り
あ
い
、
一
部
、

目
代
に
国
務
が
委
任
さ
れ
る
と
い
う
体
制
が
と
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
う
ま
く
機
能
し
て
い
る
限
り
、
た
と
え
目
代
を
通
じ

て
の
間
接
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
受
領
に
よ
る
任
国
支
配
が
弱
体
化
す
る
こ
と
は
な
い
。

た
だ
し
、
受
領
と
目
代
の
連
絡
が
う
ま
く
い
か
な
く
な
る
と
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
任
国
支
配
に
翳
り
が
生
じ
て
し
ま
う
。
例
え
ば
、
専

使
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
大
治
二
年
（
ヵ
）
四
月
一
一
日
付
「
散
位
藤
原
親
賢
書
状
」〔
表
１
№
�3
〕
に
「
度
々
雖
レ
捧
二
拙
状
一
、

未
二
貴
報
到
来
一
之
間
、毎
事
不
審
千
万
」
と
あ
り
、稚
海
藻
供
御
綱
丁
・
近
松
保
等
に
つ
い
て
の
通
知
で
あ
る
同
年
（
ヵ
）
月
日
付
「
散

位
藤
原
親
賢
書
状
」〔
表
１
№
�5
〕
に
「
度
々
雖
レ
捧
二
拙
状
一
、
未
レ
承
二
御
返
事
一
之
間
、
毎
事
欝
望
之
至
、
申
而
有
レ
餘
歟
」
と
あ
る



�0

よ
う
に
、
受
領
側
に
対
し
目
代
は
返
報
を
出
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
勧
農
使
の
下
向
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
た
同
年
（
ヵ
）
三
月
一
五

日
付
「
散
位
藤
原
親
賢
書
状
」〔
表
１
№
�7
〕
に
「
条
々
御
庁
宣
請
文
未
二
到
来
候
一
、
如
何
、
今
朝
も
所
レ
被
二
尋
仰
一
也
」
と
あ
り
、

国
司
庁
宣
請
文
の
督
促
が
な
さ
れ
る
な
ど
、
目
代
か
ら
受
領
側
へ
の
連
絡
が
し
ば
し
ば
滞
っ
て
い
た
。
目
代
か
ら
の
報
告
が
な
か
っ
た

り
、
遅
滞
し
た
り
す
る
と
、
受
領
は
任
国
の
状
況
が
把
握
で
き
ず
、
そ
の
支
配
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
受
領
下

の
親
賢
は
「
不
審
千
万
」
や
「
欝
望
之
至
」
と
い
う
心
情
を
露
わ
に
し
、
受
領
家
成
は
「
今
朝
も
所
レ
被
二
尋
仰
一
」
と
気
に
か
け
る
の

で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
で
、
受
領
の
任
国
支
配
に
お
け
る
目
代
の
果
た
す
役
割
の
小
さ
く
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

受
領
が
自
ら
の
意
で
近
親
縁
者
な
ど
の
関
係
者
を
目
代
に
任
じ
る
と
古
く
よ
り
解
さ
れ）

（（
（

、
目
代
は
受
領
の
忠
実
な
私
吏
と
み
な
さ
れ

が
ち
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
近
江
・
加
賀
・
越
中
三
国
の
目
代
を
歴
任
し
た
善
大
夫
と
各
国
受
領
の
関
係
は
不

明
で
あ
る
し
、国
の
相
博
に
つ
い
て
の
経
過
を
報
告
す
る
大
治
五
年
（
ヵ
）
正
月
三
〇
日
付
「
散
位
某
書
状
」〔
表
１
№
�4
〕
に
は
「
俄

十
二
月
廿
九
日
御
相
博
、
雖
レ
然
御
目
代
者
、
如
レ
本
□
〔
可
ヵ
〕下

令
二
御
佐
〔
沙
〕汰

一
御
上
由
承
レ
之
候
」
と
み
え
、
受
領
が
交
代
す
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
目
代
は
そ
の
ま
ま
留
任
し
て
い
る）

（（
（

。
こ
の
よ
う
な
事
例
と
し
て
、
久
安
五
（
一
一
四
九
）
年
の
段
階
で
「
数
任
目
代
」、「
数

代
目
代）

（（
（

」
で
あ
っ
た
伊
賀
国
目
代
中
原
利
宗
が
確
認
で
き
る
。
受
領
の
任
期
に
関
係
な
く
、
数
代
に
わ
た
り
目
代
を
務
め
る
こ
と
も
あ

り
、
目
代
が
受
領
の
私
吏
で
あ
る
と
は
単
純
に
い
え
ず
、
受
領
と
の
個
人
的
関
係
の
み
で
目
代
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

本
章
で
は
、
半
井
家
本
『
医
心
方
』
紙
背
文
書
の
考
察
を
通
じ
、
受
領
と
目
代
の
関
係
は
緊
密
な
連
絡
体
制
が
と
ら
れ
、
特
に
受
領

側
は
任
国
支
配
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
、
目
代
か
ら
の
連
絡
や
報
告
を
注
視
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
目
代
か
ら

の
返
報
が
な
く
、
連
絡
が
滞
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
が
受
領
に
よ
る
支
配
を
阻
害
す
る
一
因
に
な
り
え
た
。
目
代
は
受
領
の
近
親
縁
者

か
ら
任
じ
ら
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
受
領
の
交
代
に
関
係
な
く
留
任
す
る
こ
と
も
あ
り
、
近
江
・
加
賀
・
越
中
三
国
の
目
代
を
歴
任
し
た
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善
大
夫
は
、
受
領
の
私
吏
で
は
な
く
、
一
定
程
度
自
立
し
た
存
在
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
先
に
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
目
代
に
は
高

い
実
務
能
力
が
期
待
さ
れ
、
実
際
に
必
要
と
さ
れ
た
た
め
、
算
・
文
章
博
士
家
で
あ
る
三
善
氏
出
身
の
善
大
夫
が
目
代
に
任
じ
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
目
代
は
受
領
の
忠
実
な
私
吏
で
は
な
い
た
め
、
緊
密
な
連
絡
体
制
を
受
領
側
が
と
ろ
う
と
し
て
も
、
目
代
の

対
応
如
何
で
支
配
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
不
安
定
性
を
常
に
孕
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

三
．
目
代
に
よ
る
国
内
支
配―

目
代
と
在
庁
官
人
・
郡
司
の
関
係―

前
章
に
お
い
て
、
受
領
と
目
代
の
関
係
を
中
心
に
受
領
の
任
国
支
配
に
つ
い
て
検
討
し
、
任
国
支
配
に
目
代
が
介
在
し
、
そ
の
目
代

に
一
部
国
務
が
委
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
れ
で
は
、
目
代
は
ど
の
よ
う
に
し
て
国
内
支
配
を
実
現
し
た
の
か
。
以
下
、

在
庁
官
人
や
郡
司
と
の
関
係
を
踏
ま
え
な
が
ら
論
じ
て
い
き
た
い
。

次
に
掲
げ
る
の
は
、
大
治
二
（
一
一
二
七
）
年
八
月
日
付
「
江
沼
郡
諸
司
等
解
」〔
表
１
№
37
〕
で
あ
る
。

江
沼
郡
諸
司
等
解　

申
請　
二
留
守
所
御
下
文
一
事

　
　
　

壱
紙　
被
レ
載
下
下
可
レ
停
二
止
京
上
一
事
上

右
、
今
月
九
日
留
守
所
御
下
文　

到
来
稱
、
以
二
先
日
一
雖
レ
有
下
申
二
請
京
上
暇
一
由
上
、
依
レ
無
二
其
撰
一
不
二
免
給
一
、
而
何
背
二
下

知
之
旨
一
可
レ
令
二
上
洛
一
哉
、
早
可
レ
停
二
止
件
京
上
一
者
、
謹
所
レ
請
如
レ

□
〔
件
ヵ
〕、

抑
依
二
諸
司
等
訴
切
一
、
始
レ
自
二
去
春
時
一
、
於
二

留
守
所
一
進
二
上
申
文
一
両
度
也
、
件
申
文
不
レ
被
レ
進
レ
京
者
、
條
條
訴
裁
許
不
レ
明
也
、
是
已
留
守
所
不
レ
能
二
進
止
一
歟
、
須
不
レ
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蒙
二
裁
断
一
之
剋
、
雖
レ
可
二
参
洛
一
之
、
春
ハ
励
二
農
業
勤
一
、
夏
ハ
令
レ
致
二
交
易
物
弁
済
一
之
、
此
二
事
頗
勤
畢
、
不
レ
至
二
収
納

之
期
一
、
此
及
二
尤
中
間
一
也
、
何
人
民
身
暇
可
レ
被
二
物
惜
一
哉
、
但
以
二
留
守
所
御
威
一
、
惣
郡
司
職
可
レ
被
二

□
〔
解
ヵ
〕任

一
者
、
諸
司

等
京
上
有
二
何
益
一
哉
、
裁
否
分
明
也
者
、
捨
二
命
根
一
欲
レ
蒙
二
国
裁
一
、
所
二
参
洛
一
也
、
田
舎
者
無
レ
故
欲
レ
企
二
京
上
一
事
、
被
レ

垂
二
𨗈
迹
一
矣
而
已
、
以
解
、

　
　
　
　
　
　
　

大
治
二
年
八
月　

日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
掾
大
江
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

菅
波
郷
司
散
位
大
江
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
代
郷
司
散
位
大
江
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

南
郷
司
散
位
大
江
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

額
田
郷
司
散
位
藤
原
（
花
押
）

こ
れ
は
、
京
上
不
許
可
の
留
守
所
下
文
に
関
す
る
請
文
と
し
て
、
目
代
の
も
と
に
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
る）

（（
（

。「
依
二
諸
司
等
訴
切
一
、

始
レ
自
二
去
春
時
一
、
於
二
留
守
所
一
進
二
上
申
文
一
両
度
」
と
あ
る
よ
う
に
、
郡
諸
司
は
既
に
二
度
、
留
守
所
に
対
し
て
申
文
を
出
し
て

お
り
、
当
文
書
が
三
度
目
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
留
守
所
、
と
り
わ
け
、
そ
の
長
で
あ
る
目
代
を
介
さ
ず
に
直
接
、
受
領
に

上
申
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
郡
諸
司
→
目
代
→
受
領
と
い
う
上
申
ル
ー
ト
で
あ
り
、
こ
れ
は
受

領
に
よ
る
目
代
を
介
し
て
の
間
接
的
な
任
国
支
配
に
対
応
し
て
い
る）

（（
（

。
ま
た
、
目
代
は
、
郡
諸
司
の
申
請
を
そ
の
ま
ま
受
領
に
取
り
次

ぐ
の
で
は
な
く
、
京
上
不
許
可
と
い
う
独
自
の
判
断
を
下
し
て
お
り
、
目
代
の
国
内
支
配
に
お
け
る
優
位
な
立
場
が
推
し
量
ら
れ
る
。
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そ
れ
と
と
も
に
、
先
に
み
た
「
雑
事
注
文
」
に
項
目
と
し
て
「
廳
幷
郡
司
申
請
事
」
が
挙
が
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
受
領
に
取

り
次
が
な
い
と
こ
ろ
に
、
受
領
か
ら
自
立
し
て
い
る
目
代
の
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る）

（（
（

。
も
と
も
と
受
領
が
有
し
て
い
た
郡
司
・
雑
色

人
解
任
権
が）

（（
（

、「
以
二
留
守
所
御
威
一
、
惣
郡
司
職
可
レ
被
二

□
〔
解
ヵ
〕任

一
」
と
郡
諸
司
が
述
べ
る
よ
う
に
、
目
代
の
手
に
帰
し
て
い
る
の
は
、

受
領
か
ら
一
定
程
度
自
立
し
た
目
代
が
国
内
に
お
け
る
人
事
権
な
ど
の
権
限
を
獲
得
し
、
国
内
支
配
を
優
位
に
進
め
た
こ
と
を
明
確
に

示
す
。

勿
論
、
留
守
所
に
は
目
代
の
み
な
ら
ず
、
在
庁
官
人
も
お
り）

（（
（

、
郡
諸
司
が
恐
れ
る
「
留
守
所
御
威
」
が
目
代
の
み
に
帰
す
る
と
は
限

ら
な
い
。
し
か
し
、
半
井
家
本
『
医
心
方
』
紙
背
文
書
で
は
、
在
庁
官
人
の
影
が
薄
い
。
た
と
え
文
書
中
に
み
え
た
と
し
て
も
、
勧
農

の
状
況
を
述
べ
た
大
治
二
年
（
ヵ
）
月
日
付
「
某
書
状
」〔
表
１
№
30
〕
の
「
縦
在
庁
官
人
諸
郷
□
保
司
等
雖
レ
申
二
此
旨
一
、
令
二
同
意
一

□
〔
ニ
ヵ
〕申

二
上
言
語
□
〔
道
ヵ
〕断

解
状
一
候
歟
」
や
、
橋
・
渡
船
・
女
騎
馬
等
に
つ
い
て
指
示
し
た
保
安
四
（
一
一
二
三
）
年
六
月
二
五
日
付
「
近

江
国
司
庁
宣
」〔
表
１
№
34
〕
の
「
徴
二
下
所
部
一
忽
不
レ
可
二
相
叶
一
者
、
可
レ
充
二

□
〔
召
ヵ
〕在

庁
人
幷
郡
司
□
〔
等
ヵ
〕一

也
」
の
よ
う
に
、
在
庁
官

人
は
保
司
や
郡
司
と
と
も
に
併
記
さ
れ
る
存
在
に
す
ぎ
な
い
。
当
史
料
群
が
目
代
宛
で
あ
る
点
に
一
因
が
あ
る
と
は
い
え
、
受
領
の
任

国
支
配
の
上
で
目
代
こ
そ
が
最
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
在
庁
官
人
は
そ
れ
ほ
ど
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
は
、
在
庁
官
人
宛
の
「
新
司
宣
」
が
形
式
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
目
代
宛
の
「
雑
事
注
文
」
が
具
体
的
な
内
容

に
富
ん
で
い
る
こ
と
と
対
応
す
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
本
郷
恵
子
氏
が
、
受
領
と
目
代
、
目
代
と
国
衙
と
い
う
二
つ
の
関
係
の
断
絶

を
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
受
領
側
と
在
庁
官
人
・
郡
司
な
ど
の
現
地
出
身
者
が
文
書
を
直
接
や
り
と
り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
両

者
の
橋
渡
し
の
役
割
を
果
た
し
た
存
在
、
そ
れ
が
目
代
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

受
領
に
よ
っ
て
任
じ
ら
れ
、
任
国
支
配
の
要
と
し
て
重
視
さ
れ
た
目
代
は
、
国
内
に
お
い
て
受
領
側
か
ら
の
指
示
や
連
絡
を
ほ
ぼ
一
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手
に
ひ
き
う
け
、
そ
れ
を
差
配
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
差
配
に
伴
い
、
国
内
に
お
け
る
様
々
な
権
限
を
有
す
優
位
な
立

場
で
支
配
を
進
め
て
い
っ
た
。「
江
沼
郡
諸
司
等
解
」
に
み
え
る
「
是
已
留
守
所
不
レ
能
二
進
止
一
歟
」
は
、
留
守
所
の
長
で
あ
る
目
代

に
よ
る
何
ら
か
の
「
進
止
」
が
国
内
で
既
に
な
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
に
可
能
な
表
現
と
い
え
る
。
勿
論
、
目
代
一
人
の
み
で
国
内
支
配
を

行
い
え
た
は
ず
は
な
い
。「
雑
事
注
文
」
中
に
「
國
雑
色
事
」、「
國
侍
事
」、「
一
所
□
〔
目
ヵ
〕代

事
」、「
郷
保
司
佃
幷
得
分
國
人　
御
舘
人
」、「
検
田

使
得
分
事
」、「
収
納
使
得
分
事
」、「
國
舎
人
数
事
」、「
廳
官
書
生
員
数
事
」
と
み
え
る
よ
う
に
、
国
雑
色
・
国
侍
・
一
所
目
代
・
国
人
・

御
館
人
・
検
田
使
・
収
納
使
・
国
舎
人
・
在
庁
官
人
・
国
書
生
な
ど
、
留
守
所
内
の
様
々
な
者
が
国
内
支
配
に
関
与
し
た
こ
と
が
窺
わ

れ
る
。
た
だ
し
、
目
代
が
留
守
所
の
長
と
し
て
最
も
重
き
を
な
し
、
在
庁
官
人
や
国
書
生
な
ど
を
率
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

学
者
を
輩
出
す
る
三
善
家
出
身
で
あ
っ
た
目
代
善
大
夫
は
、
高
い
実
務
能
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
加
え
、「
大
夫
」、
つ
ま
り
、
五

位
ク
ラ
ス
の
者
で
も
あ
っ
た
点
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
五
位
と
い
え
ば
、
も
と
は
受
領
に
准
ず
る
位
階）

（（
（

で
、
国
内
に
お
い
て
特
別

視
さ
れ
る
対
象
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
目
代
は
、
国
内
に
お
け
る
大
き
な
権
限
と
地
方
に
お
け
る
卓
越
し
た
位
階
に
よ
っ
て
、
在

庁
官
人
や
郡
司
を
配
下
に
置
き
、
国
内
支
配
を
強
く
推
し
進
め
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
善
大
夫
が
三
国
の
目
代
を
歴
任
し
た
こ
と
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
目
代
は
一
国
の
範
囲
を
越
え
、
様
々
な
交
流
を
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
神
事
用
米
に
つ
い
て
援
助
を
乞
う
大
治
五
年
（
ヵ
）
三
月
七
日
付
「
白
山
中
宮
執

行
大
法
師
某
書
状
」〔
表
１
№
７
〕
に
は
「
尚
可
下
令
二
還
留
一
御
上
之
由
承
レ
之
、
喜
悦
不
レ
可
二
申
盡
一
候
、
千
廻
千
廻
」
や
「
雖
二
賀
越

境
隔
一
、
其
程
不
レ
幾
候
、
奉

憑
旨
如
二
山
海
一
」
と
あ
り
、
加
賀
国
白
山
中
宮
執
行
大
法
師
と
越
中
国
目
代
善
大
夫
の
国
を
越
え
て
の
親

し
い
間
柄
と
そ
れ
に
基
づ
く
依
頼
の
様
子
が
窺
え
る
。
こ
れ
は
目
代
の
幅
広
い
交
流
関
係
の
ほ
ん
の
一
端
に
す
ぎ
な
い
。
五
味
氏
は
、

目
代
の
も
と
に
残
さ
れ
た
当
史
料
群
が
『
医
心
方
』
の
書
写
に
二
次
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
当
時
の
目
代
に
は
学
問
や
芸
術
な
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ど
を
通
じ
た
文
化
的
交
遊
関
係
が
あ
り
、
目
代
を
媒
介
に
し
て
諸
階
層
が
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

中
央
と
地
方
、
す
な
わ
ち
、
受
領
と
在
庁
官
人
や
郡
司
、
国
と
国
、
す
な
わ
ち
、
各
国
の
僧
侶
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
文
化
人
を
目
代
が
結

び
つ
け
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
目
代
の
存
在
な
く
し
て
は
、
平
安
時
代
後
期
の
地
方
支
配
や
文
化
交
流

が
成
り
立
た
な
か
っ
た
と
さ
え
い
い
う
る
状
況
を
示
し
て
い
る
。

む
す
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
、
半
井
家
本
『
医
心
方
』
紙
背
文
書
の
検
討
を
通
じ
て
、
平
安
時
代
後
期
の
目
代
の
具
体
像
を
み
て
き
た
。
検
討
結
果
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

近
江
・
加
賀
・
越
中
三
国
の
目
代
を
歴
任
し
た
善
大
夫
は
、
算
・
文
章
両
博
士
を
輩
出
す
る
三
善
家
出
身
の
者
と
し
て
、
そ
の
能
力

を
買
わ
れ
、
目
代
に
任
じ
ら
れ
て
国
務
を
担
う
こ
と
と
な
っ
た
。
目
代
に
受
領
の
親
類
縁
者
が
必
ず
し
も
就
く
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、

『
新
猿
楽
記
』
四
郎
君
項
に
お
い
て
、「
受
領
郎
等
、
刺
史
執
鞭
之
図
」
で
あ
っ
た
四
郎
君
に
、「
庁
目
代
」
を
は
じ
め
各
所
の
「
目
代
」

や
「
別
当
」、「
使
」
と
な
っ
て
も
ら
う
た
め
、「
除
目
之
朝
、
不
レ
云
二
親
疎
一
、
先
被
二
尋
来
一
者
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。

三
国
の
目
代
に
就
き
、
受
領
交
代
後
も
そ
の
ま
ま
目
代
に
留
任
し
た
善
大
夫
も
そ
の
一
例
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
在
京
の
受
領
と
在
国

の
目
代
は
文
書
の
授
受
な
ど
に
よ
っ
て
緊
密
な
連
絡
体
制
を
と
り
、
と
り
わ
け
、
受
領
側
は
円
滑
な
連
絡
体
制
に
留
意
し
た
。
し
か
し

な
が
ら
、目
代
か
ら
の
連
絡
が
遅
滞
す
る
こ
と
も
あ
り
、そ
の
場
合
、受
領
に
よ
る
任
国
支
配
に
問
題
の
生
じ
る
可
能
性
が
十
分
に
あ
っ

た
。
つ
ま
り
、
平
安
時
代
後
期
の
目
代
を
介
し
て
の
受
領
に
よ
る
間
接
的
な
任
国
支
配
は
、
目
代
の
対
応
如
何
で
成
否
が
決
ま
る
面
を
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も
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

一
方
、
目
代
は
、
国
内
に
お
け
る
人
事
権
な
ど
の
様
々
な
権
限
を
梃
子
に
強
力
に
国
内
支
配
を
遂
行
し
た
。
国
内
の
住
人
か
ら
の
申

請
に
つ
い
て
も
受
領
に
取
り
次
が
ず
、
目
代
が
独
自
に
判
断
を
下
す
こ
と
が
あ
り
、
受
領
か
ら
の
下
達
の
み
な
ら
ず
、
国
内
か
ら
の
上

申
に
お
い
て
も
受
領
と
国
内
の
者
と
の
間
に
目
代
が
存
し
て
い
た
。
勿
論
、
目
代
の
み
で
国
務
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
留
守

所
内
の
在
庁
官
人
が
果
た
す
役
割
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
半
井
家
本
『
医
心
方
』
紙
背
文
書
で
は
そ
の
姿
を
ほ
と
ん

ど
確
認
で
き
ず
、
留
守
所
の
長
た
る
目
代
の
配
下
と
し
て
国
務
に
あ
た
る
存
在
に
す
ぎ
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
従
来
、
在
庁
官
人

の
共
同
統
治
機
構
と
し
て
留
守
所
が
捉
え
ら
れ
、
そ
の
留
守
所
を
拠
点
と
し
て
在
庁
官
人
が
国
内
支
配
に
進
め
て
い
く
と
考
え
ら
れ
て

き
た）

（（
（

が
、
少
な
く
と
も
平
安
時
代
後
期
の
白
河
院
政
末
か
ら
鳥
羽
院
政
初
に
か
け
て
の
近
江
・
加
賀
・
越
中
で
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は

な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
善
大
夫
の
よ
う
に
、
五
位
と
い
う
受
領
に
准
ず
る
位
階
を
も
つ
者
が
目
代
に
就
く
と
い
う
こ
と
は
、
地
方
に

お
い
て
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
に
違
い
な
い
。
目
代
の
高
い
位
階
は
、
地
方
に
あ
っ
て
他
を
圧
倒
し
、
在
庁
官
人
は
目
代
に
従
属
す
る

立
場
で
、
国
務
の
一
端
を
担
っ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
目
代
に
高
い
実
務
能
力
が
必
要
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、

既
に
諸
氏
が
言
及
し
て
お
り
、
縷
々
述
べ
る
ま
で
も
な
い
が
、
受
領
に
准
ず
る
五
位
と
い
う
高
い
位
階
も
国
内
に
お
け
る
目
代
の
優
位

な
立
場
を
現
出
さ
せ
、
そ
の
よ
う
な
立
場
で
の
目
代
に
よ
る
円
滑
な
国
務
運
営
が
受
領
に
期
待
さ
れ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
他
方
、
受
領
と
変
わ
ら
な
い
五
位
と
い
う
高
い
位
階
は
、
受
領
と
目
代
の
関
係
に
問
題
を
き
た
す
可
能
性
も
孕
ん
で
お
り
、

そ
の
意
味
で
以
下
に
掲
げ
る
「
国
務
条
々
事
」
三
九
条
は
、
極
め
て
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

一
、
不
レ
可
レ
用
二
五
位
以
上
郎
等
一
事
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五
位
有
官
郎
等
、
是
不
治
之
根
本
也
、
雖
レ
張
二
行
悪
事
一
、
依
レ
為
二
有
位
之
者
一
、
強
不
レ
能
二
抑
屈
一
、
内
掻
レ
首
、
外
難
二
強	

制
一
、
適
雖
レ
令
レ
諫
、
知
三
能
無
二
信
受
一
、
縦
雖
二
近
親
一
、
一
切
停
止
、
此
中
有
二
可
レ
顧
之
人
一
者
、
別
給
二
土
産
者
一
耳
、

受
領
が
自
ら
国
務
に
あ
た
る
場
合
で
も
、
五
位
ク
ラ
ス
の
者
を
任
用
す
る
と
、「
張
二
行
悪
事
一
」
し
て
も
「
不
レ
能
二
抑
屈
一
」、「
令
レ

諫
」
て
も
「
能
無
二
信
受
一
」
と
い
う
状
況
が
危
惧
さ
れ
る
の
に
、
受
領
在
京
時
に
、
五
位
ク
ラ
ス
の
者
が
留
守
所
に
存
し
て
い
れ
ば
、

い
わ
ず
も
が
な
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
受
領
と
そ
れ
に
准
ず
る
位
階
を
も
つ
目
代
の
関
係
は
、
必
ず
し
も
し
っ
か
り
と
し
た
上
下
関
係
と

は
な
り
え
ず
、
目
代
が
受
領
の
指
示
に
従
わ
な
い
可
能
性
も
十
分
に
あ
り
、
受
領
か
ら
す
れ
ば
「
不
治
之
根
本
」
と
も
い
う
べ
き
も
の

で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
目
代
に
は
「
近
親
」
で
な
い
者
が
就
く
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
ま
す
ま
す
目
代
を
受
領
の
忠
実
な

私
吏
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

受
領
は
目
代
の
高
い
実
務
能
力
と
位
階
に
基
づ
き
、
両
者
間
の
緊
密
な
連
絡
体
制
下
で
の
円
滑
な
国
務
運
営
を
期
待
し
た
。
し
か
し
、

目
代
が
受
領
に
准
ず
る
位
階
を
も
つ
上
に
、
受
領
と
近
親
縁
者
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
に
よ
り
、
必
ず
し
も
受
領
の
指
示
に
従
い
、

国
務
を
遂
行
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
受
領
に
よ
る
間
接
的
な
任
国
支
配
は
順
調
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
一
方
、
目
代
は
地
方
に
あ
っ
て

他
を
圧
倒
す
る
権
限
と
位
階
に
よ
り
、
在
庁
官
人
を
配
下
に
置
き
、
国
内
支
配
を
強
力
に
推
進
し
た
。
ま
た
、
目
代
は
受
領
と
そ
の
任

国
の
在
庁
官
人
の
い
わ
ゆ
る
縦
の
結
節
点
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
文
化
的
交
遊
関
係
を
も
と
と
す
る
国
を
越
え
た
横
の
結
節
点
に
も

な
っ
て
お
り
、
当
該
期
の
地
方
支
配
、
文
化
交
流
を
支
え
る
存
在
で
あ
っ
た
。

半
井
家
本
『
医
心
方
』
紙
背
文
書
は
、
そ
れ
が
目
代
宛
の
も
の
で
、
そ
れ
自
体
を
後
世
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
紙
背
文
書
と
し
て
残
さ
れ
た
た
め
、
目
代
の
日
常
業
務
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
史
料
群
で
あ
る
。
し
か
も
、
三
国
の
目
代
を
歴
任
し
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た
善
大
夫
宛
の
も
の
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
地
方
支
配
の
あ
り
方
を
み
る
に
あ
た
っ
て
、
一
国
の
み
で
は
な
い
一
種
の
普
遍
性
を
も
つ

史
料
群
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
そ
の
半
井
家
本
『
医
心
方
』
紙
背
文
書
を
通
じ
て
窺
え
る
平
安
時
代
後
期
の
目
代
像
は
、
受
領
か
ら
一

定
程
度
自
立
し
、
在
庁
官
人
を
従
属
さ
せ
る
と
い
う
姿
で
、
こ
れ
ま
で
の
理
解
と
異
な
る
目
代
像
を
提
供
す
る
よ
う
に
思
う
。
勿
論
、

い
く
ら
普
遍
性
を
も
つ
と
い
っ
て
も
、
わ
ず
か
三
国
で
、
し
か
も
、
善
大
夫
と
い
う
一
人
の
人
物
の
み
か
ら
の
考
察
は
、
善
大
夫
の
個

人
的
資
質
の
問
題
に
帰
結
す
る
恐
れ
も
あ
る
た
め
、
今
後
、
別
の
史
料
に
よ
る
検
討
や
確
認
が
必
要
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
国
内
に
お
い

て
優
位
な
立
場
で
目
代
が
国
務
に
あ
た
っ
た
こ
と
は
間
違
い
が
、
そ
の
際
、
留
守
所
に
属
す
在
庁
官
人
が
ど
の
よ
う
な
働
き
を
し
た
の

か
、
半
井
家
本
『
医
心
方
』
紙
背
文
書
は
あ
ま
り
多
く
を
語
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
自
体
が
、
国
内
支
配
に
お
い
て
目
代
が
主
で
、
在
庁

官
人
が
そ
の
従
属
下
に
す
ぎ
な
か
っ
た
現
れ
と
も
い
え
る
が
、
具
体
的
に
そ
の
両
者
の
関
係
や
在
庁
官
人
の
国
務
へ
の
関
わ
り
方
を
考

察
す
る
こ
と
も
今
後
の
課
題
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
依
然
、
多
く
の
課
題
が
山
積
し
て
い
る
が
、
本
稿
は
平
安
時
代
後
期
の
目
代
の

具
体
像
、
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
窺
え
る
地
方
支
配
や
地
域
支
配
の
あ
り
方
に
迫
る
一
種
の
さ
さ
や
か
な
試
み
と
い
う
こ
と
で
、
大
方
の

叱
正
を
乞
い
、
擱
筆
す
る
こ
と
に
す
る
。

〔
註
〕

（
１
）
竹
内
理
三
「
在
庁
官
人
の
武
士
化
」（『
竹
内
理
三
著
作
集　

六　

院
政
と
平
氏
政
権
』
角
川
書
店
、
一
九
九
九
年
〔
初
出
は
一
九
三
七
年
〕）。

（
２
）
吉
村
茂
樹
「
留
守
所
の
発
展
」（『
国
司
制
度
崩
壊
に
関
す
る
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
七
年
）。

（
３
）
高
田
實
「
中
世
初
期
の
国
衙
機
構
と
郡
司
層
」（『
東
京
教
育
大
学
文
学
部
史
学
研
究
』
六
六
、
一
九
六
八
年
）、
米
田
雄
介
「
在
庁
官
人
制

の
成
立
」（『
郡
司
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
六
年
〔
初
出
は
一
九
七
一
年
〕）、
関
幸
彦
『
国
衙
機
構
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
四
年
。
他
に
も
留
守
所
目
代
の
成
立
ま
で
を
論
ず
る
泉
谷
康
夫
「
平
安
時
代
に
お
け
る
国
衙
機
構
の
変
化
」（『
日
本
中
世
社
会
成
立
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史
の
研
究
』
高
科
書
店
、
一
九
九
二
年
〔
初
出
は
一
九
七
七
年
〕）
や
有
官
散
位
た
る
目
代
を
論
ず
る
飯
沼
賢
司
「
在
庁
官
人
制
成
立
の
一

視
角
」（『
日
本
社
会
史
研
究
』
二
〇
、
一
九
七
九
年
）
な
ど
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
在
庁
官
人
制
の
成
立
と
の
関
係
で
目
代
を
述
べ
る
に
す

ぎ
な
い
。

（
４
）『
朝
野
群
載
』
巻
二
二
諸
国
雑
事
上
「
定
遣
国
目
代
庁
宣
書
様
」・「
定
遣
国
目
代
源
清
基
庁
宣
」
に
「
為
レ
令
レ
執
二
行
一
事
已
上
一
、
所
二
定

遣
一
」
や
「
為
レ
令
レ
執
二
行
国
務
一
、
補
二
目
代
職
一
、
発
遣
」
と
み
え
る
。

（
５
）
保
安
三
（
一
一
二
二
）
年
三
月
二
五
日
付
「
近
江
国
司
庁
宣
」（『
平
安
遺
文
』
一
九
六
二
号
文
書
）、
大
治
二
（
一
一
二
七
）
年
八
月
二
八

日
付
「
額
田
庄
寄
人
解
」（『
平
安
遺
文
』
二
一
〇
七
号
文
書
）、
同
年
八
月
日
付
「
加
賀
国
江
沼
郡
諸
司
等
解
」（『
平
安
遺
文
』
二
一
〇
六

号
文
書
）、
同
四
年
一
〇
月
一
五
日
付
「
越
中
国
司
庁
宣
」（『
平
安
遺
文
』
二
一
四
四
号
文
書
）。

（
６
）
山
本
信
吉
・
瀬
戸
薫
「
半
井
家
本
『
医
心
方
』
紙
背
文
書
に
つ
い
て
」（『
加
能
史
料
研
究
』
四
、
一
九
八
九
年
）。
以
下
、
本
稿
で
取
り
上

げ
る
半
井
家
本
『
医
心
方
』
紙
背
文
書
は
、
全
て
両
氏
の
釈
文
に
よ
る
。

（
７
）
戸
田
芳
実
「
院
政
期
北
陸
の
国
司
と
国
衙
」（『
初
期
中
世
社
会
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
〔
初
出
は
一
九
八
九
年
〕）、

瀬
戸
薫
「
半
井
家
本
『
医
心
方
』
紙
背
文
書
と
そ
の
周
辺
」（『
加
能
史
料
研
究
』
四
、
一
九
八
九
年
）、
山
本
信
吉
「
半
井
家
本
『
医
心
方
』

と
そ
の
紙
背
文
書
に
つ
い
て
」（『
加
能
史
料
研
究
』
四
、一
九
八
九
年
）、五
味
文
彦
「
紙
背
文
書
の
方
法
」（
石
井
進
編
『
中
世
を
ひ
ろ
げ
る
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
）、
安
原
功
「
院
政
期
加
賀
国
に
お
け
る
院
勢
力
の
展
開
と
在
地
社
会
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
三
六
、
一
九
九

二
年
）、
本
郷
恵
子
「
中
世
文
書
の
伝
来
と
廃
棄
」（『
史
学
雑
誌
』
一
〇
七―

六
、
一
九
九
八
年
）、
佐
藤
泰
弘
「
清
胤
王
書
状
群
の
書
状
と

言
上
状
」（『
日
本
中
世
の
黎
明
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
〔
初
出
は
一
九
九
九
年
〕）。
以
下
、
半
井
家
本
『
医
心
方
』
紙
背

文
書
に
つ
い
て
の
各
氏
の
理
解
は
、
全
て
こ
こ
に
挙
げ
た
論
文
に
よ
っ
て
い
る
。

（
８
）
桃
裕
行
「
博
士
家
家
学
の
発
生
」（『
桃
裕
行
著
作
集　

一　

上
代
学
制
の
研
究
〔
修
訂
版
〕』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
四
年
〔
初
出
は
一
九

三
八
年
〕）。

（
９
）
註
（
４
）
で
取
り
上
げ
た
『
朝
野
群
載
』
巻
二
二
諸
国
雑
事
上
「
定
遣
国
目
代
庁
宣
書
様
」・「
定
遣
国
目
代
源
清
基
庁
宣
」
に
「
定
遣
」

や
「
発
遣
」
と
み
え
、
目
代
が
京
か
ら
遣
わ
さ
れ
、
国
務
に
あ
た
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
10
）『
武
家
名
目
抄
』
第
五
三
冊
職
名
部
三
一
上
「
目
代
」
項
に
「
い
に
し
へ
公
家
政
務
の
ほ
ど
は
、
常
に
目
代
と
の
み
い
へ
ば
、
大
か
た
国
司

の
代
官
を
い
ふ
事
な
り
き
。
其
職
に
は
我
子
姪
に
も
あ
れ
、
家
子
郎
等
に
も
あ
れ
、
国
司
た
る
も
の
の
意
に
任
せ
て
定
め
置
事
に
て
、
お
ほ
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や
け
に
は
い
ろ
は
ぬ
な
ら
ひ
な
り
」
と
み
え
る
。

（
11
）
神
事
用
米
に
つ
い
て
の
援
助
を
依
頼
す
る
大
治
五
年
（
ヵ
）
三
月
七
日
付
「
白
山
中
宮
執
行
大
法
師
某
書
状
」〔
表
１
№
７
〕
に
も
、

「
貴（
越
中
）國

御（
藤
原
公
能
ヵ
）

任
終
天

可
レ
令
二
御
上
洛
一
云
々
、
仍
於
二
當
國
一
可
二
見
参
仕
一
之
存
思
給
候
間
、
尚
可
下
令
二
還
留
一
御
上
之
由
承
レ
之
」
と
み
え
、
越

中
国
目
代
が
留
任
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
12
）「
数
任
目
代
」
は
久
安
五
年
五
月
三
日
付
「
東
大
寺
僧
覚
仁
・
伊
賀
国
目
代
中
原
利
宗
問
注
記
案
」（『
平
安
遺
文
』
二
六
六
四
号
文
書
）
に
、「
数

代
目
代
」
は
同
年
六
月
一
三
日
付
「
伊
賀
国
目
代
中
原
利
宗
・
東
大
寺
僧
覚
仁
重
問
注
記
」（『
平
安
遺
文
』
二
六
六
六
号
文
書
）
に
み
え
る
。

（
13
）
拙
稿
「
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
お
け
る
国
務
運
営
」（
二
〇
〇
七―

二
〇
〇
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）【
課

題
番
号
一
九
五
二
〇
五
六
九
】
研
究
成
果
報
告
書
『
平
安
時
代
に
お
け
る
土
地
公
証
文
書
と
所
領
安
堵
の
前
提
的
研
究
』〔
研
究
代
表
者
・

梅
村
喬
〕
二
〇
〇
九
年
）。
な
お
、
以
下
の
記
述
に
一
部
重
複
す
る
内
容
が
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

（
14
）
保
司
職
等
の
補
任
に
関
す
る
大
治
二
年
（
ヵ
）
五
月
（
ヵ
）
二
五
日
付
「
散
位
藤
原
某
書
状
」〔
表
１
№
13
〕
に
は
「
廳
宣
二
枚
進
二
覧
之
一
、

早
可
下
令
レ
成
二
留
守
府
〔
符
〕一

給
上
也
」
と
あ
り
、
国
司
庁
宣
を
う
け
た
留
守
所
符
の
施
行
が
補
任
に
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
受
領
→
目

代
→
保
（
ヵ
）
と
い
う
下
達
ル
ー
ト
の
存
在
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
平
安
時
代
後
期
に
は
国
司
庁
宣
を
う
け
た
施
行
符
と
し
て
の

留
守
所
下
文
や
留
守
所
符
が
全
国
的
に
多
く
み
え
る
。
註
（
13
）
拙
稿
参
照
。

（
15
）
安
原
氏
は
、こ
の
「
江
沼
郡
諸
司
等
解
」
の
み
な
ら
ず
、御
服
綿
・
御
地
子
米
代
に
関
す
る
裁
定
を
申
請
す
る
大
治
二
年
八
月
二
八
日
付
「
額

田
庄
寄
人
等
解
」〔
表
１
№
35
〕
も
、
受
領
に
取
り
次
が
ず
、「
不
用
也
」
と
目
代
が
独
自
の
判
断
を
下
し
た
と
す
る
。

（
16
）「
国
務
条
々
事
」
二
七
条
に
「
一
、
不
レ
可
三
輙
解
二
任
郡
司
雑
色
人
一
事
」
と
あ
る
。

（
17
）「
雑
事
注
文
」
に
も
「
廳
官
書
生
員
数
事
」
が
注
進
す
べ
き
項
目
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
18
）「
養
老
官
位
令
」
従
五
位
条
。
な
お
、
国
司
の
代
理
と
し
て
の
目
代
に
先
行
す
る
寺
院
目
代
や
郡
目
代
に
お
い
て
も
、
目
代
に
は
そ
れ
が
代

理
と
な
る
者
に
准
ず
る
階
層
の
者
が
多
く
就
い
て
い
た
。
拙
稿
「
八
・
九
世
紀
の
目
代
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
三
八
四
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

（
19
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
中
込
律
子
「
平
安
期
の
国
衙
機
構
研
究
の
問
題
と
課
題
」、
上
島
享
「
鎌
倉
期
の
国
衙
研
究
を
め
ぐ
っ
て
」（
中
世

諸
国
一
宮
制
研
究
会
編
『
中
世
諸
国
一
宮
制
の
基
礎
的
研
究
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）
が
整
理
し
て
い
る
。

�

（
大
学
院
博
士
後
期
課
程
単
位
修
得
退
学
）
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表
１
．
半
井
家
本
『
医
心
方
』
紙
背
文
書
一
覧
＊�

№
＊2

文
書
名

年
月
日

差
出

宛
所

備
考

巻
二
五
紙
背

１
（
１
）

祝
部
惟
直
解

保
安
四
（
一
一
二
三
）
七
・
七

散
位
祝
部
惟
直

（
欠
）

勢
多
橋
渡
船
に
つ
い
て
の
申
請
［
近
江
］

２
（
２
）

近
江
国
司
庁
宣

保
安
四
（
一
一
二
三
）
六
（
ヵ
）・
二
八

右
中
弁
兼
大
介
藤
原
朝
臣

（
実
光
）

府
院
駅
家
行
事
所

御
使
検
非
違
使
の
駅
家
雑
事
催
勤
と
郷
神
人
の
停
止

に
つ
い
て
の
指
示
［
近
江
］

３
（
３
）

馬
允
平
助
永
書
状

大
治
五
（
一
一
三
〇
）（
ヵ
）
三
・
一
七

馬
允
平
（
助
永
）

［　
　
　
　
　
　

］

郷
中
沙
汰
の
下
知
に
つ
い
て
の
依
頼
［
越
中
］

４
（
４
）

某
書
状
礼
紙
書

大
治
二
（
一
一
二
七
）
九
（
ヵ
）・

（
欠
）

（
欠
）

上
京
に
つ
い
て
の
許
可
［
加
賀
］

５
（
５
）

散
位
藤
原
親
賢
注
文

大
治
二
（
一
一
二
七
）（
ヵ
）
八
・
七

［
親
賢
］

（
欠
）

一
〇
項
目
に
つ
い
て
の
指
示
［
加
賀
］

６
（
６
・
７
）
散
位
藤
原
某
書
状

大
治
二
（
一
一
二
七
）（
ヵ
）
四
・
六

散
位
藤
原

御
目
代
殿
□
□
中

芹
田
郷
を
遠
江
殿
沙
汰
と
す
る
旨
の
通
知
［
加
賀
］

７
（
８
・
９
）
白
山
中
宮
執
行
大
法

師
某
書
状

大
治
五
（
一
一
三
〇
）（
ヵ
）
三
・
七

中
宮
執
行
大
法
師

越
中
御
目
代
殿

神
事
用
米
に
つ
い
て
の
援
助
申
請
［
越
中
］

８
（
10
・
11
）
祢
宜
祝
部
某
書
状

大
治
四
（
一
一
二
九
）（
ヵ
）
九
・
一
九

祢
宜
祝
部

越
中
御
目
代
殿

神
人
に
対
す
る
藍
役
賦
課
免
除
申
請
［
越
中
］

９
（
12
・
13
）
近
江
国
司
庁
宣

保
安
三
（
一
一
二
二
）
三
・
二
五

大
介
藤
原
朝
臣
（
実
光
）

愛
智
郡
追
収
納
使

成
行
を
召
し
て
参
上
す
る
旨
の
指
示
［
近
江
］

10
（
14
）

大
蔵
大
輔
某
奉
書

大
治
五
（
一
一
三
〇
）（
ヵ
）
二
・
一
〇

大
蔵
大
輔

善
大
夫
殿

公
物
等
抑
留
分
の
免
上
に
つ
い
て
の
指
示
［
越
中
］

11
（
15
）

某
書
状
礼
紙
書

大
治
五
（
一
一
三
〇
）（
ヵ
）

（
欠
）

（
欠
）

申
上
の
な
い
こ
と
に
対
す
る
問
合
せ
［
越
中
］

12
（
16
・
17
）
散
位
藤
原
親
賢
書
状

大
治
二
（
一
一
二
七
）（
ヵ
）
五
・
二
〇

散
位
藤
［
親
賢
］

御
目
代
殿

使
者
の
上
洛
等
に
つ
い
て
の
指
示
［
加
賀
］

13
（
18
）

散
位
藤
原
某
書
状

大
治
二
（
一
一
二
七
）（
ヵ
）
五
（
ヵ
）・

二
五

散
位
藤

御
目
代
殿

保
司
職
等
補
任
の
留
守
所
符
発
給
の
指
示
［
加
賀
］

14
（
19
・
20
）
散
位
某
書
状

大
治
五
（
一
一
三
〇
）（
ヵ
）
正
・
三
〇

散
位

越
中
御
目
代
殿

国
相
博
に
つ
い
て
の
報
告
と
紙
進
上
の
指
示［
越
中
］

15
（
21
）

右
衛
門
尉
橘
某
書
状

大
治
二
（
一
一
二
七
）（
ヵ
）
七
・
二
九

右
衛
門
尉
橘

加
賀
御
目
代
殿

下
人
往
反
に
お
け
る
便
宜
供
与
の
依
頼
［
加
賀
］

16
（
22
）

加
賀
国
宣

大
治
二
（
一
一
二
七
）（
ヵ
）
八
・
二
二

散
位
藤
［
親
賢
］

御
目
代
殿

運
米
や
冬
衣
服
の
支
給
に
つ
い
て
の
指
示
［
加
賀
］

17
（
23
・
24
）
散
位
藤
原
親
賢
書
状

大
治
二
（
一
一
二
七
）（
ヵ
）
三
・
一
五

散
位
藤
［
親
賢
］

加
賀
御
目
代
殿

勧
農
使
下
向
や
庁
宣
請
文
未
到
の
問
合
せ
［
加
賀
］

18
（
25
）

散
位
藤
原
親
賢
書
状

礼
紙
書

大
治
二
（
一
一
二
七
）（
ヵ
）

（
欠
）［
親
賢
］

（
欠
）

弁
済
料
の
非
法
に
つ
い
て
の
依
頼
［
加
賀
］

19
（
26
）

散
位
藤
原
親
賢
書
状

大
治
二
（
一
一
二
七
）（
ヵ
）
五
・
一
〇

散
位
藤
［
親
賢
］

御
目
代
殿

供
御
夫
領
の
下
遣
に
つ
い
て
の
通
知
［
加
賀
］
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20
（
27
・
28
）
散
位
藤
原
親
賢
書
状

大
治
二（
一
一
二
七
）（
ヵ
）六（
ヵ
）・
七（
ヵ
）
□
□
［
散
位
］
藤
［
親
賢
］
（
欠
）

興
保
司
代
下
向
・
起
請
田
本
数
・
額
田
庄
検
注
等
に

つ
い
て
の
通
知
［
加
賀
］

21
（
29
）

大
舎
人
助
某
書
状

大
治
五
（
一
一
三
〇
）（
ヵ
）
正
・
一
〇

大
舎
人
助

御
目
代
殿

御
庁
宣
米
の
下
給
に
つ
い
て
の
依
頼
［
越
中
］

22
（
30
）

親
賢
奉
書
礼
紙
書

大
治
二
（
一
一
二
七
）（
ヵ
）

親
賢

（
欠
）

国
侍
等
の
交
名
注
進
に
つ
い
て
の
指
示
［
加
賀
］

23
（
31
・
32
）
散
位
藤
原
親
賢
書
状

大
治
二
（
一
一
二
七
）（
ヵ
）
四
・
一
一

散
位
藤
［
親
賢
］

御
目
代
殿

報
告
が
な
い
こ
と
に
対
す
る
問
合
せ
［
加
賀
］

24
（
33
）

散
位
藤
原
親
賢
書
状

大
治
二
（
一
一
二
七
）（
ヵ
）

（
欠
）［
親
賢
］

（
欠
）

弁
済
使
・
納
所
使
の
下
向
の
通
知
〔
断
簡
〕［
加
賀
］

25
（
34
）

散
位
藤
原
親
賢
書
状

大
治
二
（
一
一
二
七
）（
ヵ
）

（
欠
）［
親
賢
］

（
欠
）

稚
海
藻
供
御
綱
丁
・
近
松
保
等
に
つ
い
て
の
通
知

［
加
賀
］

26
（
35
）

散
位
藤
原
親
賢
書
状

大
治
二
（
一
一
二
七
）（
ヵ
）
三
・
二
三

散
位
藤
［
親
賢
］

（
欠
）

（
何
ら
か
の
）許
否
に
つ
い
て
の
通
知〔
断
簡
〕［
加
賀
］

27
（
36
）

某
書
状

（
年
月
日
未
詳
）

（
欠
）

（
欠
）

僧
正
御
房
と
の
申
合
せ
の
通
知
〔
断
簡
〕

28
（
37
）

某
書
状

（
年
月
日
未
詳
）

（
欠
）

（
欠
）

〔
断
簡
〕

29
（
38
）

散
位
藤
原
親
賢
書
状

大
治
二
（
一
一
二
七
）（
ヵ
）

（
欠
）［
親
賢
］

（
欠
）

所
知
等
に
関
す
る
早
急
な
返
答
依
頼〔
断
簡
〕［
加
賀
］

30
（
39
）

某
書
状

大
治
二
（
一
一
二
七
）（
ヵ
）

（
欠
）

（
欠
）

勧
農
の
状
況
に
関
す
る
報
告
［
加
賀
］

31
（
40
）

散
位
藤
原
親
賢
書
状

大
治
二
（
一
一
二
七
）（
ヵ
）
八
・
一
八

散
位
藤
［
親
賢
］

御
目
代
殿

帰
下
の
送
着
等
に
つ
い
て
の
指
示
〔
断
簡
〕［
加
賀
］

32
（
41
）

皇
后
宮
権
大
進
某
書

状

大
治
二
（
一
一
二
七
）（
ヵ
）
六
・
九

皇
后
宮
権
大
進

御
目
代
殿

〔
断
簡
〕［
加
賀
］

33
（
42
）

散
位
藤
原
親
賢
書
状

大
治
二
（
一
一
二
七
）（
ヵ
）
六
（
ヵ
）・

（
欠
）［
親
賢
］

（
欠
）

番
役
人
・
供
御
夫
領
等
に
つ
い
て
の
指
示
［
加
賀
］

34
（
43
・
44
）
近
江
国
司
庁
宣

保
安
四
（
一
一
二
三
）
六
・
二
五

大
介
藤
原
朝
臣
（
実
光
）

府
院
行
事
所

橋
・
渡
船
・
女
騎
馬
等
に
つ
い
て
の
指
示
［
近
江
］

35
（
45
・
46
）
額
田
庄
寄
人
等
解

大
治
二
（
一
一
二
七
）
八
・
二
八

案
主
大
江
経
□
［
定
ヵ
］

等
一
一
名

留
守
所
（
ヵ
）

御
服
綿
・
御
地
子
米
代
に
関
す
る
裁
定
申
請
［
加
賀
］

36
（
47
～
49
）
雑
事
注
文

大
治
二
（
一
一
二
七
）（
ヵ
）

（
欠
）

（
欠
）

八
九
項
目
の
国
務
に
関
す
る
注
進
［
加
賀
］

37
（
50
・
51
）
江
沼
郡
諸
司
等
解

大
治
二
（
一
一
二
七
）
八
・

前
掾
大
江
某
等
五
名

留
守
所
（
ヵ
）

京
上
不
許
可
の
留
守
所
下
文
へ
の
請
文
［
加
賀
］

38
（
52
・
53
）
出
羽
守
伊
岐
致
遠
書

状

大
治
四
（
一
一
二
九
）（
ヵ
）
一
二
・

二
九

出
羽
守

御
目
代
殿

弘
田
・
東
八
代
保
や
免
田
開
田
に
関
す
る
依
頼

［
越
中
］

39
（
54
）

某
書
状

（
年
月
日
未
詳
）

（
欠
）

（
欠
）

指
示
が
な
い
こ
と
へ
の
心
情
吐
露
〔
断
簡
〕

40
（
55
）

某
書
状

大
治
五
（
一
一
三
〇
）（
ヵ
）
正
（
ヵ
）・

（
欠
）

（
欠
）

年
賀
〔
断
簡
〕［
越
中
］
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41
（
56
）

某
書
状

（
年
月
日
未
詳
）

（
欠
）

（
欠
）

増
清
の
諸
寺
別
当
補
任
に
つ
い
て
の
通
知

42
（
57
・
58
）
散
位
藤
原
某
書
状

大
治
四
（
一
一
二
九
）（
ヵ
）
一
二
・

一
八

散
位
藤
原

越
中
御
目
代
殿

加
賀
国
境
ま
で
の
送
迎
の
依
頼
［
越
中
］

巻
二
九
紙
背

43
［
１
～
19
］
長
承
二
年
具
注
暦

長
承
元
（
一
一
三
二
）
一
一
・
一

従
四
位
上
主
計
頭
兼
縫
殿

頭
陰
陽
頭
暦
博
士
但
馬
権

守
賀
茂
朝
臣
家
栄
等
三
名

長
承
二
（
一
一
三
三
）
年
の
具
注
暦

44
［
20
～
22
］
散
位
藤
原
親
賢
書
状

大
治
二
（
一
一
二
七
）（
ヵ
）
六
・
二
六

散
位
藤
［
親
賢
］

（
欠
）

興
保
・
知
貞
・
御
後
見
等
に
関
す
る
依
頼
［
加
賀
］

45
［
23
］

散
位
藤
原
某
書
状

大
治
五
（
一
一
三
〇
）（
ヵ
）

（
欠
）

（
欠
）

早
急
の
沙
汰
に
関
す
る
返
事
依
頼
［
越
中
］

46
［
24
・
25
］
加
賀
国
宣

大
治
二
（
一
一
二
七
）（
ヵ
）
八
・
二
六

散
位
藤
［
親
賢
］

御
目
代
殿

高
野
詣
料
運
上
に
つ
い
て
の
指
示
［
加
賀
］

47
［
26
］

越
中
国
司
庁
宣

大
治
四
（
一
一
二
九
）
一
〇
・
一
五

右
兵
衛
佐
兼
守
藤
原
朝
臣

（
公
能
）

留
守
所

貢
蘇
使
派
遣
に
つ
い
て
の
通
知
［
越
中
］

48
［
27
］

散
位
藤
原
親
賢
書
状

大
治
二
（
一
一
二
七
）（
ヵ
）
八
・
二
二

散
位
藤
［
親
賢
］

御
目
代
殿

山
下
郷
沙
汰
に
関
す
る
問
合
せ
［
加
賀
］

49
［
28
］

散
位
藤
原
親
賢
書
状

大
治
二
（
一
一
二
七
）（
ヵ
）
九
・
五

散
位
藤
［
親
賢
］

善
大
夫
殿

早
米
運
上
に
つ
い
て
の
指
示
〔
断
簡
〕［
加
賀
］

＊１
．
瀬
戸
薫
「
半
井
家
本
『
医
心
方
』
紙
背
文
書
と
そ
の
周
辺
」（『
加
能
史
料
研
究
』
四
、
一
九
八
九
年
）
所
収
表
、
山
本
信
吉
・
瀬
戸
薫
「
半

井
家
本
『
医
心
方
』
紙
背
文
書
に
つ
い
て
」（『
加
能
史
料
研
究
』
四
、一
九
八
九
年
）
所
収
文
書
目
録
、五
味
文
彦
「
紙
背
文
書
の
方
法
」（
石

井
進
編
『
中
世
を
ひ
ろ
げ
る
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
）
所
収
表
を
も
と
に
作
成

＊２
．
№
欄
の
（　

）
は
巻
二
五
内
で
の
紙
数
、［　

］
は
巻
二
九
内
で
の
紙
数
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SUMMARY

The Concrete Image of Mokudai（目代）on the Latter Part of Heian Period
―The Examination about the Back Documents of Nakaraike’s “Ishinpo” 
 （半井家本『医心方』紙背文書）

Takeshi� YOSHINAGA

The�back�documents�of�Nakaraike’s�“Ishinpo”� is�very�valuable� to�
understand�the� local�rule�by�Zuryo（受領）and�the� local�administration�by�
Mokudai,� the� top� of�Rusudokoro（留守所）,�on� the� latter�part� of�Heian�
period,�because�these�documents�were�originally�left�by�Mokudai�“Zentaifu”

（善大夫）who� played� the� important� role� to� carry� out� the� domestic�
management�between�Zuryo�and�Zaichokanjin（在庁官人）.�So� this� thesis�
aims�to�define�the�concrete�image�of�Mokudai�and�the�local�management.

The�contact�between�Zuryo� in�Heiankyo（平安京）and�Mokudai� in�
local�was�closely�by� �sending�messengers.�Especially�Zuryo�cared�about�
the� contact�with�Mokudai� to�go� on�with� the� local� rule� smoothly,� but�
Mokudai� didn’t�necessarily� care� about� the� contact.�As� a� result,� the�
domestic�management�by�Zuryo�was� likely� to� fail.� In� short,� the�good�
relation�between�Mokudai�was�the�key�to�the�success�of�the�local�rule.�In�
addition,�Mokudai�was�chosen�not� from�those�related�to�Zuryo�but� from�
those�who�had� the� official� ability,� so� the� relation�between�Zuryo�and�
Mokudai�wasn’t�guaranteed.

On�the�other�hand,�Mokudai�had�the�big�authority�to�carry�out�the�
domestic�administration.�Mokudai�“Zentaifu”�was�one�of�the�fifth�ranks（五
位）that�was�equivalent�to�Zuryo,�so�he�was�in�the�superior�position�in�local�
and�led�Zaichokanjin�powerfully�in�Rusudokoro.�

Until�now,�Mokudai�was�regarded�as� the� faithful� follower�of�Zuryo�
and�Rusudokoro�was�considered�as�the�place�that�Zaichokanjin�carried�out�
the�domestic�rule.�But�this�thought�isn’t�right,�according�to�the�examination�
about�the�back�documents�of�Nakaraike’s�“Ishinpo”.�Mokudai�was� in�the�
very� important�position�of� the� local�administration�because�of�his�high�
ability�and�high�rank.�From�now,�we�have�to�do�the�study�of�Mokudai�even�
harder�to�understand�the�local�rule�and�the�local�administration.




